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（評）都会では一時いなくなりましたが、最近は保護された区域で育てられた
蛍を毎年見ることができます。作者には幼い時に両親に連れられて見た、
水辺で光りながら飛ぶ蛍の記憶がわずかに残っているのでしょう。
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（評）風に乗って大空をゆうゆうと泳いでいるこいのぼりに、自分もいっし
ょに空を飛びたいと呼びかけています。少し命令するような言い方は、
こいのぼりを友達のように思っているのかも知れませんね。
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（評）大きな花火大会で、空一面にいくつもの花火が打ちあがった時の花や
かな風景です。春から夏にかけてさまざまな花が咲く花壇や寄せ植えの
植木鉢の、色とりどりの花のにぎわいと比べたのがユニークです。

選評＝石田波郷俳句大会実行委員会・永井潮
※�今回の俳句は「第13回石田波郷俳句大会」ジ
ュニアの部から。学年は大会時。

清瀬清瀬

【募集要項】5月15日㈰～6月10日
㈮に市ホームページからダウンロ
ド可。期間中の平日午前８時30分
～午後5時に職員課窓口でも配布
申 問6月10日までに必要書類を郵

送（消印有効）で〒204-８511�中里
5-８42�職員課職員係　☎042-497-
1８43へ

令和5年度採用予定令和5年度採用予定
清 瀬 市 職 員（ 正 規 職 員 ）

区分 受験資格 人数

一般事務 平成８年４月２日から平成13年４月1日までに生まれた方
（令和５年3月31日現在 満２２歳～満２6歳の方）

若干名

一般事務
（建築技術）

平成８年４月２日から平成13年４月1日までに生まれた方で、以下
のいずれかの要件を満たす方
①1級または２級建築士、もしくは建築設備士の資格を有する方
②建築関係の知識を有し、施設保全・維持関係業務に通算3年
以上従事した経験のある方

一般事務
（土木技術）

平成８年４月２日から平成13年４月1日までに生まれた方で、以下
のいずれかの要件を満たす方
①学校教育法による大学等での土木専門課程（土木施行管理技
術検定の指定学科に限る）を専攻し卒業した方、または令和５
年3月までに卒業見込みの方
②土木施工管理技士の資格を有する方

一般事務
（情報技術）

平成８年４月２日から平成13年４月1日までに生まれた方で、民間
企業などにおける情報処理に関する職務経験が通算3年以上あ
り、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の試験（※）に合格し
ている方
※ 詳しくは募集要項をご確認ください。

令和4年 清瀬市議会第 2回定例会開会
　令和4年清瀬市議会第2回定例会は、6月7日㈫から下表のとお
り開会予定です。 問議会事務局議事係☎042-497-2567
月 日 時間 内容

6

7㈫ 午前10時～ 本会議（初日）
9㈭

午前10時～ 本会議（一般質問）10㈮
13㈪
1５㈬ 午前10時～ 総務文教常任委員会
16㈭ 午前10時～ 福祉保健常任委員会

17㈮ 午前10時～ 建設環境常任委員会
午後２時～ 議会運営委員会

２４㈮ 午前10時～ 本会議（最終日）

5月29日㈰　春の市内一斉清掃にご協力ください

　5月29日㈰午前9時から10時ま
で、市内全域で一斉清掃を行いま
す。当日は一斉清掃専用袋にごみ
を集め、分別して市内17か所（右
表参照）に設置される臨時集積所
にお出しください。

【一斉清掃専用袋配布期間】
5月16日㈪～27日㈮ の平日午前８
時30分～午後5時

【配布場所】環境課、環境課清掃事
務所（下宿2-553）、松山・野塩地
域市民センター�
問環境課ごみ減量推進係
☎042-493-3750
※実施の有無は、当日午前８時に
防災無線で放送します。防災無線
を聞き取れなかった場合は、電話
で確認ができます（防災無線確認
用ダイアル☎042-495-7070）。
※家庭・事業系のごみや粗大ごみ、

落ち葉や雑草などは
出さないでください。

名称 所在地
清瀬駅北口アミュー前 元町1-２-11
芝山小学校正門前 元町２-16-８
郷土博物館 上清戸２-6-４1
第五中学校正門 中清戸3-２５８-1
第十小学校正門 中清戸1-４５４-1４
清瀬薬師前歩道 下清戸1-3４6
環境課清掃事務所 下宿２-５５3
旭が丘老人いこいの家前 旭が丘２-５-４
第四小学校西門 中里２-1４71
中里山戸広場 中里3-966-1
市役所（東側有害ごみ
回収箱付近） 中里５-８４２
第四中学校正門 野塩3-２-3
野塩地域市民センター 野塩1-3２２-２
前原橋脇 野塩４・５丁目境
松山地域市民センター 松山２-6-２５
竹丘公園 竹丘3-69-6
第六小学校正門 梅園２-9-４５

臨時集積所

令和4年度 市・都民税の納税通知書及び
課税・非課税証明書について

◆令和4年度市民税・都民税納税
　通知書の発送時期　
　普通徴収（ご自身で納付）の方・
年金特別徴収（年金からの天引き）
の方＝6月13日㈪に本人宛てに発
送予定。給与特別徴収（給与から
の天引き）の方＝5月12日㈭に特別
徴収を行う事業所宛てに発送予定。
◆令和4年度課税・非課税証明書 
　交付時期
　給与特別徴収のみの方＝5月12
日㈭から。上記以外の方（課税・
非課税両方）＝6月13日㈪から。

【発行場所】市役所、松山・野塩
出張所、コンビニエンスストア
※コンビニ交付については、6月
13日㈪から交付を開始します（利
用者証明用電子証明書搭載のマイ
ナンバーカードを持っている方で
本人分のみ発行可能）。
※郵送での請求も可能です。詳し
くは、市ホームページまたは右記
へお問い合わせください。
※申告漏れなどで証明書を発行で

きない場合があります。不安な方
は平日に下記窓口までお越しくだ
さい。
◆今年度から年金特別徴収とな　
　る方へ
　令和4年4月1日現在で65歳以上
の方は、公的年金等に係る市・都
民税が、原則として年金から特別
徴収となります。年金特別徴収と
なるのは、公的年金等に係る市・
都民税のみです。それ以外の所得
に係る市・都民税は、普通徴収も
しくは給与特別徴収になります。
　今年度から新たに、または再び
年金特別徴収となる方は、年度途
中の10月から納付方法が年金特
別徴収に切り替わります。今年度
は、年税額の2分の1相当額を普
通徴収の第1期・第2期にご自身
で納めていただきます。そして、
残りを10月及び12月、令和5年2
月の公的年金から天引きします。
 問課税課市民税係
☎042-497-2040

①石田波郷新人賞
対応募締切日時点で30歳以下の
方【内容】自由（20句1組・表題を
付ける）【投句方法】市ホームペー
ジ内の石田波郷新人賞投句フォー
ムより応募【選者】神野紗希、佐
藤郁良、西村麒麟、村上鞆彦

【賞】新人賞（副賞5万円）・準賞（副
賞2万円）・奨励賞（大山雅由賞）
（副賞1万円）
②ジュニア賞 
対小・中学生【内容】自由

【投句方法】所定の応募用紙（市ホ
ームページからダウンロード可）
または200字詰め原稿用紙（1句単
位で記入）で応募【選者】高澤晶子、
谷村鯛夢、永井潮、細見逍子

 申 問①は7月31日まで②は9月9
日（いずれも必着）までに応募。
①は投句フォームから。②は住所
・氏名・電話番号・学校名・学年
を記入し、直接窓口または郵送で
〒204-８511　中里5-８42　生涯学
習スポーツ課生涯学習係「石田波
郷新人賞」担当☎042-497-1８15へ
◆一般の部 休止について
　第14回より休止します。皆さ
まには申し訳ありませんがご理解
いただきますようお願いします。
◆句会「大路の会」について
　新人賞応募者のみ参加できま
す。希望される方は応募の際に「希
望する」にチェックをつけてくだ
さい。詳しくは後日市ホームペー
ジで公開します。

第14回石田波郷新人賞
　俳句募集

　清瀬に関わりが深い俳人石田波郷を称えた本事業は、
本年より「石田波郷新人賞」に名称を変更し、新人賞とジ
ュニア賞を募集します。俳句界への登竜門と呼ばれる「石田波郷新人
賞」と子どもたちの感受性を育む「ジュニア賞」に投句しませんか？�
　11月27日㈰に新人賞及びジュニア賞の講評と表彰式、新人賞選者4
人による句会「大路の会」を行います。なお、表彰式及び句会は内容を
変更する場合があります。�

詳しくはこ
ちら（市ホー
ムページ）

年に1回必ず受診！　健康診査
　清瀬市国民健康保険・後期高齢
者医療制度加入者の特定健診、後
期高齢者健診、清瀬市健康診査（生
活保護受給者等）を右表のとおり
行います。
　30歳から39歳までの方の健康
診査の実施時期は前期6～８月（4
～9月生まれ対象）、後期9～11月
（10～3月生まれ対象）です。
 問健康推進課成人保健係
☎042-497-2076
※詳しくは送付する案内をご覧く
ださい。
※年度途中で加入、転入または被
保険者記号・番号を変更された方

対象者の
生まれ月 受診月 案内送付時期

４・５月 6月 ５月中旬
6・7月 7月 6月中旬
８・9月 ８月 7月中旬

10・11月 9月 ８月中旬
1２･1月 10月 9月中旬
２・3月 11月 10月中旬

　　

などの受診月は、遅れる
場合があります。
※40歳から74歳までで
清瀬市国民健康保険加入者以外の
方の健診は加入している医療保険
者（健康保険組合・共済組合など）
が実施します。各医療保険者へお
問い合わせください。


